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第１章 計画策定の基本的事項 
 

１－１ 計画策定の背景・意義 

(1) 地球温暖化の仕組み 

地球は太陽からのエネルギーを受けて暖められ、暖められた地表面から熱が放出されます。この

熱を二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスが吸収することにより、地球の平均気温は14℃前後で保

たれ、生物の生息・生育に好適な環境が維持されています。これを｢温室効果｣といいます。 

しかし、約200 年前の産業革命以降、産業や生活のためのエネルギーとして、大量の化石燃料を

消費するようになり、これと引き換えに CO2 などの温室効果ガスを大気中に大量に排出するように

なりました。このため、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇を続け、「温室効果」がこれまでよりも

強くなり、地表からの放射熱を吸収する量が増え、地球全体が温暖化してきています。この現象を

「地球温暖化」と呼んでいます。 

 

地球温暖化の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 200 年前の地球 現在の地球 

出典：「原子力・エネルギー図面集2016」（一般財団法人 日本原子力文化財団） 
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(2) 地球温暖化の影響 

国際機関である「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）は、2014 年に発表した第５次評価報

告書において『気候システムの温暖化については疑う余地がない』と報告しました。 

また、この報告書では、『20 世紀後半において観測された地球温暖化は、人為起源の温室効果ガ

スの排出が原因であった可能性が極めて高い』と報告し、気候変動を抑制するには、温室効果ガス

排出量の抜本的かつ持続的な削減が必要であるとしています。 

地球温暖化の影響として、世界の平均気温は上昇傾向にあり、1880 年から 2012 年までの間に

0.85℃（100年あたりでは0.72℃）上昇しました。 

日本の平均気温も 100 年あたりでは 1.19℃の割合で上昇しており、世界平均を上回っています。

これに伴い、猛暑日（日最高気温が35℃以上）や熱帯夜（日最低気温が25℃以上）の年間日数も増

加傾向を示しています。 

また、降水にも変化が現れており、降水の確認された日（日降水量１mm以上の日数）は減少傾向

にある一方、日降水量が100mm以上の日数は増加傾向にあります。特に、日降水量が400mm以上の

大雨日数は、増加傾向にあります。 

これらの観測結果より、日本において地球温暖化による気候の変化（温帯性の気候から熱帯性の

気候への変化）が生じている可能性が考えられています。 

 

日本の平均気温の変化の状況 

（年平均気温偏差の経年変化） 

日本の熱帯夜の年間日数の経年変化 

（日最低気温25℃以上の年間日数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

注１．基準値（0.0℃）は、1981～2010 年の 30 年間の平均

値 

注２．国内15地点→網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、

飯田、銚子、境、浜田、彦根、多度津、宮崎、名瀬、

石垣島 

出典：「気候変動監視レポート2016」（気象庁） 

注１．国内13地点→網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、

銚子、境、浜田、彦根、多度津、名瀬、石垣島 

※宮崎、飯田は移転による影響を除去することが困難で

あるため除外して検討 

出典：「気候変動監視レポート2016」（気象庁） 

 

【 凡 例 】 
 
━━：国内15地点での年平均気温の平年差（平年値と

の差）を平均したもの 

━━：その年と前後２年を含めた５年間について平年差

との平均をとった５年移動平均 

━━：平年差の長期的傾向を直線として表示したもの 

● 

【 凡 例 】 
 
ああ：年間日数の合計を有効地点数の合計で割った値 

（１地点あたりの年間日数） 

━━：その年と前後２年を含めた５年間について平年差

との平均をとった５年移動平均 

━━：平年差の長期的傾向を直線として表示したもの 
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東京管区気象台（東京都千代田区）での観測結果によると、年平均気温は上昇傾向、熱帯夜の年

間日数は増加傾向で推移しており、日本（全国平均）と同じ傾向を示しています。 

都心に近い世田谷区でも、東京管区気象台での観測結果と同様の傾向が生じていると考えられ、

地球温暖化の影響が顕在化しつつあると判断されます。 

世田谷区内を走行している鉄道会社では、沿線付近で風速・雨量等を計測し、基準を超過した場

合には安全確保のため運転見合わせ等の措置を取っています。今後、地球温暖化に伴う台風の大型

化や上陸回数の増加、集中豪雨の増加などにより、計画通りの運行が行われなくなることが増える

可能性があります。 

 

東京都の年平均気温の変化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．東京管区気象台（東京都千代田区）での観測結果 
出典：気象庁ホームページ（過去の気象データ） 

 

東京都の熱帯夜の年間日数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．東京管区気象台（東京都千代田区）での観測結果 
出典：気象庁ホームページ（過去の気象データ） 
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地球温暖化問題は、地球全体の地表及び大気の温度を上昇させることにより、自然の生態系及び

人類の生活に深刻な影響を及ぼすものであり、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人

類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の１つと言えます。 

このまま地球温暖化が進んだ場合、生態系などが大きく変化し、それに伴い人間の生活などへの

影響が現れてくることが予想されます。こうした被害をより受けやすい途上国での事態が日本に影

響を及ぼすことも含め、地球温暖化への対応は日本一国の問題ではなく、地球全体の中で各国が相

互に密接につながる問題です。地球温暖化に伴う気候変動を抑制するためには、温室効果ガスの排

出を大幅かつ持続的に削減することが不可欠であり、身近なところから地球温暖化対策を実践して

いくことが必要です。 

また、国際的な合意の下に温室効果ガスの削減対策を講じても、我が国において様々な気候変動

の影響が生じる恐れがあります。今後、中長期的に避けることのできない気候変動による様々な分

野への影響に対処するため、影響への「適応策」を計画的に進めることにより、区民の安全・安心

を確保していく必要があります。 

 

日本における地球温暖化の影響 

区分 具体的な影響 直接的な原因 

農林水産業 農作物の収穫量の低下 気温の上昇 

 水稲・果樹等の品質低下 気温の上昇 

 農作物の栽培適地の変化 気温の上昇による植物の生息適地の減少 

 漁獲量の減少、魚種の変化 海水温の上昇 

生態系 サクラの開花の早期化 気温の上昇 

 サンゴの白化、サンゴ礁の消失 海水温の上昇 

 ブナ林の衰退 気温の上昇による植物の生息適地の減少、

シカなどによる食害 

 高山植物の消失 気温の上昇による植物の生息適地の減少、

下方の植物による追い落とし現象 

自然災害 洪水による被害の増加 集中豪雨の増加、台風の大型化 

 沿岸部での高波による被害の増加 海洋の熱膨張による海面水位の上昇、台風

の大型化 

健康 熱中症による死者の増加 気温の上昇 

 デング熱等の罹患者の増加 媒介生物である熱帯性の蚊の分布域の拡大
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(3) 地球温暖化を巡る世界の動向 

異常気象の頻発などに伴い、地球温暖化の防止に向けて世界的な関心が高まってきていますが、

温室効果ガス排出量は増加傾向で推移しています。 

近年における温室効果ガス排出量は、従来の先進国からのものよりも、急速な経済発展を遂げた

新興国からのものが多くなっており、2007年以降は、アメリカに代わって中国が世界最大の温室効

果ガスの排出国になっています。 

このように地球温暖化をめぐる状況が大きく変化したことを受け、これまでの先進国とこれから

経済成長しようとする新興国や途上国との間で意見の対立が目立つようになりました。 

こうした状況を踏まえ、2013 年 11 月にポーランド・ワルシャワで開催された国連気候変動枠組

条約第19回締約国会議（COP19）では、全ての国が参加する2020年以降の新たな国際枠組みについ

て、各国が温室効果ガス削減の自主的な目標を導入することで合意しました。これにより、これま

で先進国と途上国で対応が分かれていた地球温暖化対策が、これからは共通の国際ルールに基づい

て対応していくことになりました。 

そして、2015 年 11 月～12 月にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約

国会議（COP21）において、2020年以降の新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択されました。 

パリ協定は、地球温暖化の防止に向けて、先進国・途上国を問わず、歴史上初めて全ての国々が

参加する公平な合意として、地球温暖化に取り組んでいる関係者・団体などに歓迎されました。 

しかし、2017年６月にアメリカがパリ協定からの離脱表明を発表しました。アメリカは、対策は

引き続き行うとしていますが、温室効果ガス排出量が世界第２位のアメリカがパリ協定から脱退す

ると、地球全体での温暖化防止に向けた取組みが後退する懸念もあります。我が国としてはパリ協

定の締約国とともに地球温暖化対策に積極的に取り組んでいくこととしてステートメントを発出

しています。これを受けて、世田谷区としても、今後も引き続き地域レベルから地球温暖化対策に

率先的かつ積極的に取り組んでいきます。 

 

「パリ協定」の概要 

項 目 具 体 的 な 内 容 

目的 世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を２℃より十分

下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求します。 

※これを「２℃目標」といいます。 

目標 上記の目的を達成するため、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収

のバランスを達成できるよう、排出ピークをできるだけ早期に抑え、最新の科

学に従って急激に削減します。 

各国の目標 各国は、貢献（削減目標）を作成・提出・維持し、各国の貢献（削減目標）の目

的を達成するための国内対策をとります。各国の貢献（削減目標）は、５年ご

とに提出・更新し、従来より前進を目指します。 

長期低排出 

発展戦略 

全ての国が長期低排出発展戦略を策定・提出するよう努めるべきとしています

（COP決定で、2020年までの提出を招請）。 

世界全体で 

の棚卸ろし 

５年ごとに全体進捗を評価するため、協定の実施状況を定期的に検討します。

世界全体としての実施状況の検討結果は、各国が行動及び支援を更新する際の

情報となります。 
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(4) 地球温暖化を巡る国の動向 

地球規模の課題である地球温暖化問題の解決に向けて、我が国は国内での温室効果ガスの排出削

減に積極的に取り組んできました。 

しかし、2011（平成23）年３月の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故によ

り、エネルギーを巡る状況が大きく変化したため、エネルギー戦略を白紙から見直し、再構築する

ための新たな出発点として、2014（平成26）年４月に「エネルギー基本計画」（第四次計画）を策定

しました。 

こうした背景を踏まえ、我が国の温室効果ガスの削減目標についても見直しが行われ、2015（平

成27）年７月に「日本の約束草案」を決定し、同年末に開催されるCOP21に先立ち、国連気候変動

枠組条約事務局に提出しました。 

この「日本の約束草案」は、2020 年以降の温室効果ガス削減に向けたものであり、技術的制約、

コスト面の課題などを十分に考慮した実現可能な削減目標となっています。 

そして、2015年 12月のCOP21における「パリ協定」の採択を受け、2016（平成28）年５月に「地

球温暖化対策計画」を策定しました。「地球温暖化対策計画」では、「日本の約束草案」を踏襲して、

温室効果ガス排出量削減目標を設定するとともに、削減目標達成のための具体的な施策や取組みな

どを示しました。 

併せて、国は「地球温暖化対策の推進に関する法律」を改正し、地方公共団体実行計画の共同策

定や国民運動の更なる展開等について規定し、地球温暖化対策の一層の基盤強化を図りました。 

 

「地球温暖化対策計画」での目標 

項 目 具 体 的 な 内 容 

基準年度 2013（平成25）年度を基本とします。 

※2013（平成25）年度と2005（平成17）年度の両方を登録します。 

目標年度 2030年度 

削減目標 2030年度までに2013（平成25）年度比 26.0％削減 

※2005（平成17）年度比 25.4％削減 

対象範囲 全ての分野 

対象ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律で定める７種類の温室効果ガス 

 

「パリ協定」では、気候変動による様々な影響に『適応』するための長期目標の設定、各国の適

応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新が盛り込まれました。 

我が国では、「パリ協定」に先立つ2015（平成27）年11月に「気候変動の影響への適応計画」（以

下、「適応計画」と言います。）を策定しました。 

この適応計画は、地球温暖化がこのままある程度の水準まで進んだとしても、その状態にうまく

適応して生活できるよう、気候変動への影響を最小化、または回避できる社会を構築することを目

的としています。 

また、適応計画では、地域での適応の取組の推進が基本戦略の１つとして位置付けられており、

地方公共団体における適応計画の策定、普及啓発等を推進することとしています。 
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✿「２℃目標」と「適応策」✿ 

 

➊「２℃目標」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）ホームページ 

 

 

➋「適応策」の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

  

「パリ協定」では、世界共通の長期目標として『２℃目標』を設定し、産業革命前から

の平均気温の上昇を２℃未満に抑えることとしました。 

IPCCの第５次評価報告書によると、産業革命から現在まで（1880年～2012年）の間に

世界の平均気温は0.85℃上昇しています。 

産業革命前から気温の上昇を２℃未満に抑えるとしても、気温の上昇は、現状でまだ半

分程度のレベルであることに注意してください。 

このため、温暖化対策を十分に実施したとしても、今後もある程度気温は上昇すること

が前提となっています。 

これから地球温暖化対策に積極的に取り組んだとしても、地球温暖化問題のスケールの

大きさや影響の及ぶ範囲などを考慮すると、取組みの効果が確認されるまでかなりの時間

を要します。 

その間、地球温暖化がこのまま横ばい、又は現状よりも進行するとした場合に、その環

境に適応する、又はその状況の中で生き抜くための「適応策」が必要です。 
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(5) 地球温暖化に対する東京都の動向 

東京都は、「東京都環境基本計画」（2016（平成28）年３月）においてめざす将来像を掲げ、これ

を実現するための各種の目標や施策などを明らかにしました。 

このうち、地球温暖化防止に向けた取組みとしては、エネルギーに関する施策の柱として「スマ

ートエネルギー都市の実現」に向けて、これまでの施策を着実に進めるとともに、さらなる創意工

夫を重ね、家庭や事業所などでの取組みを後押ししながら、経済成長と両立した実効性のある気候

変動対策・省エネルギー対策を推進・展開していくこととしています。 

 

「東京都環境基本計画」に基づく地球温暖化防止の取組み 

【めざす将来像】  「世界一の環境先進都市・東京」の実現 

 

【政策の柱の１つ】 スマートエネルギー都市の実現 

 

１．省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進 

目標 ・2030年までに、東京の温室効果ガス排出量を2000年比で30％削減する。 

・2030年までに、東京のエネルギー消費量を2000年比で38％削減する。 など  

施策の 

方向性 

・キャップ＆トレード制度の着実な運用 

・中小規模事業所対策の推進（地球温暖化対策報告書制度の運用や効果的な支援の実
施、中小テナントビルの省エネ対策の推進など） 

・省エネ・節電行動の推進（家庭の省エネアドバイザー制度など） 

・住宅の省エネ性能向上（リフォームの支援、省エネ高水準住宅の情報提供など） 

・次世代自動車等の更なる普及 

・自転車利用の促進 など 

 

２．再生可能エネルギーの導入拡大 

目標 ・都内の再生可能エネルギーによる電力利用割合を、2024年までに20％程度、2030年
までに30％程度に高める。 

・都内の太陽光発電設備導入量を、2024年までに100万 kW、2030年までに130万 kW
に高める。 など 

施策の 

方向性 

・太陽エネルギーの利用拡大（東京の特性を踏まえ、効果的な取組みを推進） 

・都市型再生可能エネルギー等の利用促進（地中熱、小水力発電、下水熱利用など）

・地産地消型（自家消費型）再生可能エネルギーの導入拡大 

・多摩・島しょ地域における導入拡大（地熱、木質バイオマスなど） 

・再エネ電力選択の仕組みづくり（消費者への情報提供・普及啓発） など 

 

３．水素社会実現に向けた取組 

目標 ・都内の燃料電池自動車の普及台数 → 2030年までに20万台 

・都内の水素ステーションの整備箇所数 → 2030年までに 150か所 

・都内の家庭用燃料電池の普及台数について → 2030年までに100万台 

施策の 

方向性 

・燃料電池自動車・バス等の普及（財政支援による初期需要創出） 

・水素ステーションの整備（適切な情報提供や技術的支援など） 

・水素エネルギーになじみのない一般都民を広く対象とした普及啓発 など 

目標年次 2020年/2030年 
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(6) 地域における地球温暖化対策の意義 

地球温暖化問題は、社会経済活動や国民生活全般に深く関わっています。このため、国は「地球

温暖化対策計画」（2016（平成28）年５月）において、地球温暖化対策の推進にあたっては、地域が

抱える問題の解決につながるよう、地域資源、技術革新、創意工夫を活かし、環境・経済・社会の

統合的な向上に資するような施策の推進を図ることとしています。 

地域において地球温暖化対策を進めると、社会のいろいろな問題が一緒に解決されていく可能性

が生まれます。それは、地球温暖化対策が、社会や経済の隅々で無駄を減らして暮らしやすさを高

める取組みであることがほとんどであるからです。 

このように何かの取組みを行うことにより同時に追求できる便益を「コベネフィット（co-

benefit）」といいます。 

国は、地域における地球温暖化対策の実施に際しては、地域のめざす将来像を前提として、「コベ

ネフィット」という考え方に則して検討していくことが大切であるとしています。 

 

地球温暖化対策に伴うコベネフィットの例 

 

コベネフィットの追及：地域資源を活用した、環境・経済・社会の統合的向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）Ver．1.0」 
（2017年３月：環境省） 
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１－２ 世田谷区の特徴と今後の見通し 

(1) 自然的・社会的条件 
 

1) 人口・世帯数 

世田谷区の人口と世帯数は、2017（平成29）年１月１日現在、892,535人、467,605世帯であり、

東京 23 区内で最も多くなっています。2015（平成 27）年国勢調査の結果によると、国全体の人口

は、1920（大正９）年の調査開始以来、初めて減少に転じていますが、東京都区部において人口は

継続して増加しており、世田谷区でも1994（平成６）年に減少傾向から増加に転じてから概ね20年

増加傾向にあります。 

世田谷区では単身世帯が多く、一世帯あたりの人員は1.91人で、東京都の平均1.99人（2015年

国勢調査）を下回っています。人口構成比では、15 歳未満は 11.8％で微増傾向の一方、65 歳以上

は20.2％で東京都の平均22.7％（2015年国勢調査）より少ないものの年々増加傾向にあります。 

「世田谷区将来人口推計」（2017年 7月）によると、区の人口は引き続き増えると予想され、2022

年には951,914人、2042年には1,087,275人と100万人を超える見込みです。年齢区分別では、全

ての区分で緩やかに増加すると推計されていますが、高齢者の増加率は高く、全体に占める割合は

2017 年の 20.5％から 24.2％になると予測されています。年少人口の比率は大きく変わらないもの

の、生産年齢人口の比率は67.6％から62.4％になると予測されており、高齢化と生産年齢人口比率

の低下が課題となると見込まれます。 

一世帯あたりの人員減少や高齢化の進行は、１人あたりのエネルギー消費量の増加につながる可

能性が報告されています。また、世田谷区では将来的に人口・世帯数増加の継続が見込まれること

などを考慮する必要があります。一方で、年少人口が増えている数少ない自治体でもあり、将来を

担う世代の意識と行動の変革を促していくことも含め、これまで以上に地球温暖化対策に取り組ん

でいくことが必要です。 

 

 

人口・世帯数・1世帯あたりの人員数の推移         年齢３区分別人口構成比   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「世田谷区統計書 平成28年人口編」（世田谷統計情報館） 
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✿世帯構造の変化と高齢化が温室効果ガスの排出量に及ぼす影響✿ 

 

「世田谷区将来人口推計」（2017年 7月）によると、世田谷区では、将来的に人口増加が継続

することが予測されています。 

また、世田谷区は単身世帯が多く（一般世帯の約 2 分の１）、単身世帯の増加（シングル化）

は、今後も継続すると予測されています。 

加えて、将来的に高齢化が進行することにより、高齢者の単身世帯、高齢者の夫婦のみ世帯が

増加することが予測されています。 

環境省の調査によると、１人あたりのCO2排出量は、世帯人員が少ないほど増加する傾向にあ

ります。また、高齢世帯の方が若中年世帯よりも多くなる傾向にあります。 

これに将来的な人口増加を考慮すると、家庭での省エネの取組みによる効果が、人口増加と世

帯構造の変化の影響により相殺される可能性が考えられます。 

なお、戸建住宅と集合住宅では、住宅の延床面積の関係から戸建住宅の方がCO2排出量は多く

なる傾向にあります。 
 

人口増加 × シングル化 × 高齢化  温室効果ガス排出量の増加 

 

❖シングル化の影響 《１人あたり CO2排出量 ①世帯人数別》 

→世帯人数が少ないほど、１人あたり CO2排出量は増加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖高齢化の影響 《１人あたり CO2排出量 ②世帯類型別》 

→高齢世帯の方が若中年世帯よりも、１人あたり CO2排出量は多い傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．平成26年 10月から平成27年９月までの１年間のエネルギー使用量より把握。 
出典：「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査」（平成28年：環境省） 



 

12 

 

518.7
(10.7%)

1,607.7
(32.2%)

2,048.7
(42.4%)

295.1
(5.8%)

387.6
(7.5%)

58.0
(1.2%)

0.6
(0.0%)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

公共系 専用
独立住宅

集合住宅 商業専用 住商併用 工業系 農業系
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2011(H23)年

2016(H28)年

（ha）

2) 土地利用と建物 

世田谷区では、面積の約67％が宅地となっており、特に住居系が多く区面積の半分を占めていま

す。建物用途別延床面積は過去15年で約900ha増加し、工業系や農業系が減少する一方、専用独立

住宅、集合住宅、住商併用の建物延床面積が増え続けています。 

区の面積の半分以上を占める住宅からの温室効果ガス排出量を抑制するため、効果的な対策を講

じることが不可欠です。 

具体的には、住宅新築時の省エネ性能の向上やエネルギーの効率的な利用のための仕組みの導入、

住宅改築時の断熱性能の向上などを進める必要があります。 

 

土地利用の構成比（2016（平成28）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物用途別延床面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成28年度 土地利用現況調査及びみどりの資源調査」 

「世田谷区土地利用現況調査」（2003、2006、2011、2016年） 
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世田谷区は、古くから住宅地としての開発が進んでおり、築36年以上の住宅が区内に多く点在し

ています。また、老朽木造家屋が密集している地域なども見受けられます。 

こうした地域においては、地域全体での開発の機会などを活用して、インフラ整備とタイアップ

した「まち」全体としての地球温暖化対策の推進が必要です。 

 

建築年分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成28年度 土地利用現況調査及びみどりの資源調査」  
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3) 業務・産業 

世田谷区内には、2014（平成26）年において28,994事業所があり、288,580人が働いています。

事業所規模は比較的小さく、常用雇用者が５人未満の事業所が67.6％を占め、30人以上の事業所は

5.1％と少数です。産業（大分類）別従業者数をみると、卸売・小売業、医療・福祉、宿泊業・飲食

サービス業で全体の５割を占めており、建設業（5.1％）や製造業（2.4％）などの第二次産業は少

なくなっています。 

世田谷区では、オフィスや店舗等の業務その他部門に該当する事業所が多く、また、規模が小さ

い事業所が多いことから、これらを考慮した地球温暖化対策の推進が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「世田谷区統計書 平成28年総合編」            出典：「世田谷区統計書 平成28年総合編」 

 

産業（大分類）別従業者数（2014（平成26）年7月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「世田谷区統計書 平成28年総合編」 

事業所数・従業者数の推移 常用雇用者規模別事業所数 

（2014（平成26）年7月 1日現在） 

※雇用者「０人」は、個人事業者を示します。 
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2015
（H27）

2010
（H22）

5年間の
増減

一般国道246号 52,166 56,312 -4,146
（東西方向） 15,706 17,152 -1,446
環状8号線 70,648 66,792 3,856
（南北方向） 54,048 64,794 -10,746
環状7号線 62,233 61,322 911
（南北方向） 52,406 56,012 -3,606

路線名 観測地点名

24時間自動車類交通量
（台）

大原2-23-18

上北沢5-44-10
若林5-32

鎌田1
玉川1-9
上用賀5-12

277,087
289,342 285,034 282,851 278,992

0
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2011
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2015
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乗用車

軽自動車

貨物用車

乗合用車

二輪車・原動機付自転車

その他

（台）

（年）
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400,000

2
00
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2
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2
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2
01
5

2
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6

（台）

（年）

4) 交通 

世田谷区内には、首都高速３号渋谷線、東名高速道路、首都高速４号新宿線、中央自動車道など

の高速道路のほか、南北に環状７号線、８号線、東西に国道20号（甲州街道）、国道246号（玉川

通り）などの幹線道路が整備されています。 

区内の自動車登録台数については、直近５年において大きな変動はなく、2015（平成27）年は約

27 万９千台でした。このうちハイブリッド自動車などの低公害燃料車は、東京都全体で過去 10 年

間に著しく保有台数が増加しているため、区内においても増加しているものと考えられます。 

区内幹線道路における交通量は、東西方向・南北方向ともに、2010（平成22）年から2015（平成

27）年の５年間で減少傾向にあります。 

鉄道は、東西に京王線、小田急線、田園都市線、東横線、目黒線、また、それらの路線をつなぐ

井の頭線、世田谷線、大井町線の8路線が整備されています。また、南北の鉄道路線がない区中央

から西部において、東西に延びる主要路線をつなぐ役割としてバスが多く活用されています。区で

は、コミュニティバスの路線の開設等、南北公共交通の充実に努めています。 

これら公共交通の充実のほか、自転車利用の促進、環境配慮型自動車の普及啓発等、総合的な交

通に関連する地球温暖化対策が必要です。 

 

自動車登録台数の推移          世田谷区内の幹線道路における自動車交通量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「世田谷区統計書 平成28年総合編」          

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査」

（国土交通省） 

低公害燃料車の保有台数の 

推移（東京都） 
低公害燃料車の車種別保有台数の

内訳（東京都） 

※各年３月末現在。軽自動車を除く  

出典：「自検協統計 自動車保有車両数」（自動車検査登録情報協会） 

出典：「自検協統計 自動車保有車両数」 
（自動車検査登録情報協会） 

2007
(H19)

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

ハイブリッド 28,434 37,023 47,260 78,439 107,973 149,702 202,372 263,961 316,116 365,724

プラグイン
ハイブリッド

0 0 0 18 32 408 1,735 2,915 4,481 6,132

電気 29 22 20 19 576 1,173 1,741 2,393 3,161 3,699

燃料電池 0 0 0 2 4 17 16 14 28 144

CNG 6,132 6,258 6,274 5,990 5,566 5,242 4,953 4,561 4,210 3,739

メタノール 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1

総数 34,597 43,307 53,557 84,469 114,152 156,543 210,818 273,845 327,997 379,439

保有台数（台）
車　種
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5) 廃棄物 

世田谷区のごみ収集量は、人口増にも関わらず減少傾向で推移しており、2016（平成28）年度は

176,575ｔでした。１人１日あたりのごみ排出量は年々減少し、過去 10 年間で約 120ｇ減量されて

います。資源回収については、資源回収量が47,550ｔ、リサイクル率は21.5％でした。 

2008（平成20）年度にプラスチックのリサイクルを拡大してごみの分別方法を変更し、従前の埋

立から焼却・熱回収に変更したことから、可燃ごみの収集量が増えたものの、不燃ごみの収集量は

大幅に減少し、2009（平成21）年以降は1万 t以下になっています。 

今後も人口増加が見込まれることから、引き続き、1人あたりのごみ排出量の削減が必要です。 

 

ごみ収集量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要2017」 

 

資源回収量とリサイクル率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要2017」 
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6) みどり 

世田谷区には、多摩川の沿岸と台地との間に、国分寺崖線と呼ばれる急傾斜地帯が続いており、

崖線沿いの斜面地一帯は多くのみどりに恵まれ、貴重な自然が残る地域となっています。 

また、西部地域や多摩川低地には農地や緑地が多くみられるほか、砧公園や祖師谷公園、駒沢公

園などの規模の大きな公園にまとまったみどりが残されています。このほか、住宅地の中にも社寺

林、屋敷林が点在し、大規模集合住宅にもまとまった緑地がみられ、一般にみどりの多いまちとい

うイメージが定着しています。 

 

みどり面分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成28年度 土地利用現況調査及びみどりの資源調査」 
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2016（平成28）年度調査による世田谷区のみどり率は25.18％で、2011（平成23）年度と比較し

約0.6ポイント上昇しています。また、緑被率については、約0.7ポイント増加しました。農地等

が減少したものの、樹木の生長や新たに植えられた樹木等により、樹木、草地、屋上緑地の面積が

増えています。 

国は、「地球温暖化対策計画」（2016（平成28）年５月）の目標を達成するため、森林などによる

CO2の吸収効果を見込んでいます。 

世田谷区において、公園や緑地などの整備・充実を推進することで、CO2の吸収源としての機能を

向上させることは、地球温暖化防止の観点からも有効です。みどりは CO2吸収だけでなく都会では

冷熱（ヒートアイランド抑制）効果もあります。 

 

自然面率、みどり率、緑被率、公園率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成28年度 土地利用現況調査及びみどりの資源調査」 

「平成23年度 世田谷区土地利用現況調査」 

 

 

  

 緑 被 率  

樹木、草、農地などの緑で被われた土地の割合 

 自然面率  

緑被＋水面、裸地を合計した土地の割合 

 みどり率  

緑被＋水面、公園内の緑で被われていない部分を合計した土地の割合 
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✿緑地による冷熱効果✿ 

 

小規模な緑地による冷熱効果として、緑地（植栽）の有無が付近の気温に及ぼす影響について

2010年に区内で行われた調査結果を紹介します。 

この結果、緑化ありの地点の方が、緑化なしの地点よりも、朝 6:00 では約１℃、昼 12:00 で

は約1.5℃気温が低くなっていました（平均気温、最高気温、最低気温で同じ傾向）。 

小さな家一軒分の広さの緑地が、周辺に１℃以上の気温差を生み出す効果が確認されました。 

 

■調査条件 

項 目 具体的な内容 

調査場所 世田谷区内 

・緑化あり：区有の小規模緑地（面積約100㎡） 

植栽あり（ケヤキ７本＋地表に雑草） 

・緑化なし：私有地（面積約100㎡） 

植栽なし 

※いずれも風通しの良い日陰、民家を挟んだ両側に位置。 

調査期間 2010年８月13日～９月15日 

調査時間 調査期間に１日２回計測（6:00、12:00） 

調査方法 自動温度測定機により計測 

 

■調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖小規模な緑地でも、夏季に気温を低減させる「冷熱効果」があります。 

❖都市部において緑化を進めることで、地域の気温が低減され、夏季の冷房エネルギー

需要を減少させる効果が期待されます。 

 

緑地による 
冷熱効果 

緑地による 
冷熱効果 

※調査期間（約１か月間）における平均値 
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(2) 地球温暖化に対する世田谷区のこれまでの取組み  

世田谷区は、地球温暖化防止に向けた取組みを総合的かつ計画的に進めていくため、2012（平成

24）年３月に「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」を策定しました。 

また、世田谷区は今後も人口増加が見込まれるため、家庭からの温室効果ガス排出量の大幅な削

減をめざして、翌2013（平成25）年３月に、この計画の行動指針となる「世田谷区地球温暖化対策

地域推進計画アクションプラン」を策定しました。 

さらに、これらの計画の上位計画である「世田谷区環境基本計画」を2015（平成27）年３月に改

定し、世田谷区がめざす環境像の実現に向けて、環境の保全・回復及び創出に関する施策を推進・

展開していくこととしています。 

 

「世田谷区環境基本計画」の施策体系 
 

【世田谷区のめざす環境像】 

自然と人の暮らしが豊かな未来をつくる～環境共生都市せたがや～ 

 

【環境目標（環境像の達成の目安）】 

世田谷区の生活環境が良いと感じる区民の割合を増やします。 

 

みどり率 33％ 

  

エネルギー消費量 15％削減 
 
区民の再生可能 

エネルギー利用率 25％ 
 

環境配慮行動をして
いる区民の割合 

100％ 

 

基本目標１ みどりとみずの豊かな潤いのあるまちをつくります 
 

基本目標２ 自然の恵みを活かしたエネルギーの利用拡大と創出をめざします 
 

基本目標３ 環境負荷を抑えたライフスタイルを確立します 
 

基本目標４ 地球温暖化に対応し安心して暮らせる地域社会を推進します 
 

基本目標５ 快適で暮らしやすい生活環境を確保します 

 

世田谷区では、地球温暖化防止に向けた取組みとして、家庭や事業所での省エネルギーや再生可

能エネルギーの普及促進に努めています。 

家庭や事業所での省エネルギーの普及促進として、スマートメーターによる電気使用状況の「見

える化」の推進、省エネ方法や環境配慮行動の情報提供、国や都等による省エネ設備機器への支援

や助成制度の情報提供などを実施しています。 

再生可能エネルギーの普及拡大策として、フォーラム・イベント等の開催、助成制度の情報提供

の他、公共施設への太陽光パネルの設置、太陽光発電の拡大に向けた公共施設の屋根貸し、世田谷

区みうら太陽光発電所の開設（2014（平成26）年３月）などを実施しています。世田谷区みうら太

陽光発電所では、売電収益を区の環境啓発事業に活用するとともに、2017（平成29）年４月から区

民への電力販売も開始しました。 
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23区最大の約90万人の人口を有する住宅都市である世田谷区では、再生可能エネルギー活用の

方法が太陽光発電に限定され、エネルギーの「地産」が難しいという課題がありました。 

一方で、世田谷区と交流のある全国の自治体では、太陽光の他、水力、風力、地熱、バイオマス

などの再生可能エネルギーを有効活用するポテンシャルを備えていることから、世田谷区では、

2016（平成28）年の電力小売全面自由化を受けて、これらの自治体で作られたエネルギーを区内で

活用する「自治体間連携」を積極的に進めています。 

2017（平成29）年度から、世田谷区は、他自治体で作られた再生可能エネルギーによる電気の活

用を開始（長野県の水力発電→区内の保育園、群馬県川場村の木質バイオマス発電→希望する世田

谷区民）しており、電気料金の節約のほか、再生可能エネルギーのPR、環境教育などの効果が期待

されています。 

また、世田谷区環境マネジメントシステム「ECOステップせたがや」の推進により、区の事務事

業からの温室効果ガスの削減に率先して取り組んでいます。 

この他、区民や事業者などを対象に以下の取組みを実施することで、区内における地球温暖化対

策を総合的に推進しています。 

 

他自治体で作られた再生可能エネルギーによる電気の活用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
世田谷区みうら太陽光発電所 

①売電収益を区の環境啓発事業に活用 

②区民への電力販売 
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区民や事業者を対象とする取組み 

 

区民の省エネ意識向上に向けた取組み 

・省エネポイントアクション（前年より省エネを達成した区民･事業者にポイントを付与。

世田谷区みうら太陽光発電所の売電収益を活用） 

・家庭向けの省エネ診断 

・子ども向け環境学習イベント、環境ポスターコンクール、環境エネルギーエコアイデア

コンクールなど各種の環境イベント 

 

区立小中学校での取組み 

・全校での「学校エコライフ活動」に基づく児童・生徒の環境配慮行動の推進と、学校か

ら家庭・地域への環境配慮行動や省エネの取組みの拡大・浸透 

 

区内の事業者への取組み 

・事業所向けの省エネセミナーや総合相談の実施、商店街の街路灯のLED化等の支援 

 

住宅やビルなどでの省エネ化の取組み 

・環境配慮制度（67ページ参照）を活用した大規模開発時における建築物の省エネルギー化 

・環境配慮型住宅リノベーション（環境に配慮した住宅改修時の工事費の助成） 

・区内事業者向け事業研修 

 

その他の取組み 

・コミュニティバス路線開設による公共交通の利用促進 

・集中豪雨による影響緩和のための流域対策 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネポイントアクション 
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世田谷区基本構想

世田谷区基本計画

世田谷区新実施計画
【後期】

〇環境の保全、回復及び創

出に関する基本理念

〇環境の保全に関する施策

の基本的な事項

世田谷区環境基本条例

世田谷区環境基本計画

〇環境の保全等に関する施

策の総合的かつ計画的な

推進

〇環境の保全等に関する目

標及び重要事項

世田谷区環境行動指針

環境基本法地方自治法 地球温暖化対策推進法

世田谷区地球温暖化対策
地域推進計画

関連計画等
一般廃棄物処理基本計画

みどりの基本計画

生きものつながる世田谷プラン

都市整備方針

交通まちづくり基本計画

自転車等の利用に関する総合計画

第三次住宅整備後期方針

風景づくり計画

農地保全方針

産業振興計画

農業振興計画

豪雨対策基本方針

豪雨対策行動計画

第２次世田谷区教育ビジョン

公共施設等総合管理計画

など

地球温暖化対策計画

ＥＣＯステップせたがや
世田谷区役所地球

温暖化対策実行計画

１－３ 計画の枠組み 

(1) 目的 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、区域の自然的・社会的条件に応じて、

温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するための「地球温

暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定するものです。 

計画内に示す地球温暖化対策に、区民・事業者・区が、それぞれの役割を認識し、連携・協働し

ながら取り組むことによって、世田谷区から排出される温室効果ガスの削減に繋げていくことを目

的としています。 

 

(2) 計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき策定されるとともに、世田谷区環境基

本条例に基づき策定した世田谷区環境基本計画に掲げる区のめざす環境像を実現するため、主要目

標である地球温暖化対策を推進するための個別計画として位置づけられます。 

また、本計画の行動指針である「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 アクションプラン」（以

下、「アクションプラン」という。）の計画期間が終了することに伴い、本計画内に「アクションプ

ラン」の内容を統合し、具体的な行動指針を含めた計画とします。 

計画策定においては、国の「地球温暖化対策計画」（2016（平成28）年５月）を踏まえるものとし

ます。地球温暖化対策計画では、「地域の多様な課題に応える低炭素型の都市・地域づくりの推進」

として、都市計画等まちづくり計画や地域交通網形成計画、区域の全分野を網羅する総合計画との

調和・連携を図ることが示されています。このため、区のこれら関連計画に配慮しながら、取組み

を進めます。同時に、区の他の行政計画に対して、可能な限り地球温暖化対策を組み込んでいくよ

う働きかけていきます。 

 

計画の位置づけ 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2050

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H62

世田谷区地球温暖化
対策地域推進計画

世田谷区基本計画、
世田谷区実施計画

世田谷区環境基本計画

　　　　　　　　　西暦・和暦
計　画　名

次期環境基本計画

次期基本計画基本計画

新実施計画【後期】

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 計画期間

中
期
目
標

長
期
目
標

調整計画

環境基本計画

(3) 計画の基準年度と目標年度（計画期間） 

世田谷区では、2012（平成24）年3月に「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、2020

年度までを第１ステージ、2050年度までを第２ステージとして２段階の目標を掲げ、各種の地球温

暖化対策を推進してきました。 

2016（平成28）年に地球温暖化対策推進法が改正され、同年策定された国の地球温暖化対策計画

において、2030年度、2050年度を見据えた目標及び施策が示されたことから、計画期間の途中では

ありますが、計画を前倒しで見直し、新たな計画期間と基準年度及び目標年度を設定します。 

本計画の計画期間は、2018年度から2030年度までの13年間とします。 

ただし、区の基本計画や環境基本計画の見直しの状況や、国の計画や施策の動向等に応じて、必

要に応じて適宜見直しを行います。 

本計画の温室効果ガス排出量の目標設定にあたっては、国の地球温暖化対策計画を踏まえ、2013

年度を基準年度とし、中期目標を2030年度、 長期目標を2050年度に設定します。 

 

計画期間 

項  目 具体的な内容 

基準年度 2013年度 

目標年度
中期目標 2030年度まで 

長期目標 2050年度まで 

計画期間 2018年度～2030年度（中期目標までの期間） 

 

関連計画など計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．西暦・和暦は「年度」。 
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(4) 計画の実行主体と役割 

本計画は、世田谷区全域からの温室効果ガス排出量を削減するためのものです。 

温室効果ガス排出量の削減のためには、区民・事業者・区が自らの生活や事業活動の中で対策に

取り組むことが望まれます。また、各主体が連携・協働して取り組むことで、効果が高まることが

期待できます｡ 

本計画では、区民・事業者が地球温暖化に配慮した行動を起こすための取組みを示します。 

また、世田谷区が区内最大級の事業所として自ら行う施策や、区民・事業者の取組みを支援する

ために行う施策を示します。 

 

計画の実行主体と役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携・協働 

区民 
 
●日常生活の中で省エネ・省

資源に取り組む。 

●事業者や区の取組みに 

協力する。 

 

事業者 
 

●事業活動からの温室効果

ガスの排出抑制に努める。

●区民や区の取組みに協力

する。 

 

世田谷区
 

 

 

 

 

 

●区内最大級の事業所として事業活動

からの温室効果ガスの排出抑制に

努める。 

●区域からの温室効果ガス排出量削

減のための施策を策定・実施する。 

●区民や事業者の取組みを支援する。
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第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 
 

２－１ 対象とする温室効果ガス 

(1) 対象ガス 

対象ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律で定める７種類の温室効果ガスとします。 

 

①二酸化炭素（CO2） 

②メタン（CH4） 

③一酸化二窒素（N2O） 

④ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 

⑤パーフルオロカーボン（PFCs） 

⑥六ふっ化硫黄（SF6） 

⑦三ふっ化窒素（NF3） 

 

(2) 対象範囲、対象部門 

対象範囲は、世田谷区全域とします。 

対象部門は、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門とします。 

 

対象ガスと対象部門、主な排出源 

対象ガス・対象部門 主な排出源 

CO2 エネルギー 

起源CO2 

産業部門 農林水産業、建設業、製造業でのエネルギー消費
（電気、燃料の使用）に伴い排出 

業務その他部門 オフィスや店舗などでのエネルギー消費（電気、
燃料の使用）に伴い排出 

家庭部門 家庭でのエネルギー消費（電気、燃料の使用）に
伴い排出 

運輸部門 自動車や鉄道でのエネルギー消費（電気、燃料の
使用）に伴い排出 

非エネルギー 

起源CO2 

廃棄物部門 一般廃棄物中の廃プラスチック等の焼却処理時な
どに排出 

その他 

６ガス 

メタン（CH4） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、
下水やし尿・雑排水の処理時などに排出 

一酸化二窒素（N2O） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、
下水やし尿・雑排水の処理、麻酔剤の使用時など
に排出 

ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 冷蔵庫、エアコン、カーエアコンなどの冷媒に使
用され、製品の使用時・廃棄時などに排出 

パーフルオロカーボン（PFCs） 半導体の製造、溶剤などに使用され、製品の製造・
使用・廃棄時などに排出 

六ふっ化硫黄（SF6） 電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造などに使
用され、製品の製造・使用・廃棄時などに排出 

三ふっ化窒素（NF3） 半導体製造でのドライエッチングやCVD 装置のク
リーニング時などに排出 
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２－２ 温室効果ガス排出量の現状 

(1) 温室効果ガス排出量 

世田谷区の2014（平成26）年度の温室効果ガス排出量は、オール東京62市区町村共同事業によ

る推計（推計方法は資料編 98 ページ参照）によれば 3,101 千ｔ-CO2です。このうち CO2排出量は

2,927千ｔ-CO2で、全体の約95％を占めています。 

温室効果ガス排出量は、2003（平成15）年度以降の約10年間は、年度による変動はありますが、

2012（平成24）年度以降は減少傾向を示しています。 

2014（平成26）年度の温室効果ガス排出量を部門別にみると、家庭部門が1,381千ｔ-CO2（全体

の44.5％）、業務その他部門が805千ｔ-CO2（同 26.0％）、運輸部門が563千ｔ-CO2（同 18.2％）と

なっています。これらは、いずれもエネルギー（電気・燃料等）の消費に伴うCO2です。 

 

温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2014 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業） 

 

 

❖温室効果ガス排出量は年度による変動がありますが、これは冷夏・暖冬によるエネルギー

消費量の減少や、電力排出係数（電気の使用に伴う排出係数）の変動などによる影響です。 

❖近年における電力排出係数の変動としては、東日本大震災後の火力発電所への依存の高ま

りによる上昇や、その後の原子力発電所の再稼働による下降がありました。 
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(2) エネルギー消費量 

エネルギー消費量は、2002（平成14）年度をピークに減少傾向で推移しています。 

2002（平成14）年度から2014（平成26）年度までのエネルギー消費量は、全体では21％減少し

ました。部門別の増減率は以下のとおりであり、運輸部門と産業部門の減少率が高くなっています。

これに対し、家庭部門と業務その他部門は、減少傾向が小さくなっています。エネルギー消費量で

見ると、電力排出係数の変動の影響を除いたCO2排出量の大まかな推移を見て取ることができます。 

 

【2002（平成14）年度 → 2014（平成26）年度の増減率】 

 

・運輸部門   ：45％減少     ・業務その他部門：６％減少 

・家庭部門   ：４％減少     ・産業部門   ：43％減少 

 

エネルギー消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．エネルギー消費量の場合、廃棄物部門とその他（CH4等）は含みません。 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2014 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業） 

 

 

❖世田谷区では人口・世帯数ともに増加傾向で推移しており、2002（平成14)年度から2014

（平成26)年度までに人口は８％、世帯数は10％増加しました。 

❖人口や世帯数の増加にも関わらず、エネルギー消費量は減少傾向で推移しています。 

❖このことから、前計画に基づく省エネの取組みなどの地球温暖化対策は、一定以上の成果

を収めたと評価できます。 
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(3) エネルギー消費量原単位（家庭） 

家庭でのエネルギー消費量原単位（１人あたり、１世帯あたりのエネルギー消費量）は、年度に

よる変動がありますが、2002（平成 14）年度をピークに概ね微減傾向で推移しているといえます。 

 

【2002（平成14）年度 → 2014（平成26）年度の増減率】 

 

・家庭部門のエネルギー消費量：４％減少 

・人口           ：８％増加 

・世帯数          ：10％増加 

 

家庭でのエネルギー消費量原単位の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１．原単位は、家庭部門でのエネルギー消費量を区の人口・世帯数で除して算定。 
２．人口・世帯数は住民基本台帳記載値を採用（外国人を含まず。各年度１月１日現在）。 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2014 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業） 
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(4) エネルギー消費量原単位（事業所） 

事業所でのエネルギー消費量原単位（従業者１人あたり、１事業所あたりのエネルギー消費量）

をみると、従業者１人あたりでは明瞭な減少傾向を示しています。これに対し、１事業所あたりで

は、概ね微増傾向で推移していましたが、事業所数の増加及び大規模事業所の区内立地により2014

（平成26）年度に大きく減少しました。 

 

【2004（平成16）年度 → 2014（平成26）年度の増減率】 

 

・産業部門と業務その他部門でのエネルギー消費量（合計）：13％減少 

・従業者数：27％増加            ・事業所数：12％増加 

 

事業所でのエネルギー消費量原単位の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１．原単位は、産業部門と業務その他部門でのエネルギー消費量（合計）を区の従業者数・事業所
数で除して算定。 

２．従業者数・事業所数は経済センサス、事業所・企業統計調査記載値を採用（公務を含まず。 
２～３年に一度調査を実施）。 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2014 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業） 
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✿みどりによる CO2吸収効果について✿ 

 

世田谷区は、国分寺崖線沿いの樹林地や西部に多い農地、区内に点在する社寺林、屋敷林などに

より、都心に近いにもかかわらず、みどりが多いことが特徴となっています。 

また、世田谷区ではみどりの保全に向けた取組みが積極的に行われており、都市化や人口増加に

伴い、自然のみどりが減少してきた代わりに、公園や緑地、街路樹などが整備され、みどり豊かな

住宅地の形成が進められています。 

こうした都市内における緑地には、景観の形成や区民へのやすらぎの場の提供のほか、地球温暖

化防止のための「CO2の吸収源」としての機能もあります。 

みどりによる１年間のCO2吸収量は、世田谷区全体で11,084ｔ-CO2と試算されました。 

このうち、公有地でのCO2吸収量は4,357ｔ-CO2（吸収量全体の39.3％）となっています。 

世田谷区の 2014（平成 26）年度の CO2排出量は 2,927 千ｔ-CO2ですので、吸収量は排出量の約

0.38％です。 

 

国の「地球温暖化対策計画」（2016（平成28）年５月）では、2030年度における全国の

CO2吸収量の目標を合計 37.0 百万ｔ-CO2としており、これは CO2排出量（エネルギー起源

CO2と非エネルギー起源CO2の合計）997.8百万ｔ-CO2の約 3.7％となっています。 

 

 

■推計方法 

CO2吸収量 ＝ 緑被面積等 × 成長量 

・緑被面積等：緑地区分毎の面積 

・成長量  ：緑地区分毎の単位面積あたりの数値を係数として指定 

※面積の代わりに高木植栽本数を採用して算定するケースもあります。 

 

■推計結果 

区 分 緑被面積 CO2吸収量（１年間）

区域全体 1,368ha 11,084ｔ-CO2 

 公有地    516ha※  4,357ｔ-CO2 

※公有地のうち、道路緑地は１ha あたりの高木本数を
329.5本と設定して面積を設定。 
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２－３ 温室効果ガス排出量将来推計（現状趨勢
すうせい

ケース） 

「現状趨勢」とは、人口や世帯数の増減、事業活動、エネルギー消費の状況などが、現状のまま

将来も推移する場合のことをいいます。現状趨勢ケースで推移するためには地球温暖化対策につい

て、現在行われている対策をそのまま継続する必要があります。 

現状趨勢でのエネルギー消費量、温室効果ガス排出量を将来推計した結果を以下に示します。 

 

(1) エネルギー消費量 

現状趨勢ケースの場合、2030年度のエネルギー消費量は25,845TJであり、2013（平成25）年度

（31,879TJ）と比較して18.9％減少すると推計しました。 

内訳をみると、①産業部門、②家庭部門、③業務その他部門、④運輸部門はいずれも減少傾向で

推移します。このうち、②家庭部門は、他と比較して減少率が小さくなっています。 

 

エネルギー消費量の将来推計結果（現状趨勢ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推計方法の詳細については、巻末の資料編（100ページ）に示します。 
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(2) 温室効果ガス排出量 

現状趨勢ケースの場合、2030年度の温室効果ガス排出量は2,745千 t-CO2であり、2013（平成25）

年度（3,238千 t-CO2）と比較して15.2％減少すると推計しました。 

内訳をみると、エネルギー起源CO2（①産業部門、②家庭部門、③業務その他部門、④運輸部門）

は減少傾向、非エネルギー起源CO2（⑤廃棄物部門）は横ばい、CO2以外（⑥その他（CH4等））は増

加傾向で推移すると推計しました。 

 

温室効果ガス排出量の将来推計結果（現状趨勢ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．排出係数は現状（2014（平成26）年度）から変更が無いこととして将来推計を行いました。 

 

 

 

 

  

推計方法の詳細については、巻末の資料編（100ページ）に示します。 
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✿CO2以外の温室効果ガスの排出量について✿ 

 

✿代替フロン「ハイドロフルオロカーボン（HFCs）」について 

温室効果ガスのうち「その他（CH4等）」は、全体に占める割合は小さいのですが、過年度におい

て2007（平成19）年度以降に排出量が急増しており、増加傾向は今後も継続することと考えられま

す。これは、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）によるものであり、これらはエアコンや冷蔵庫な

どの冷媒として使用されています。 

かつてエアコンなどの冷媒として使用されていたものは、クロロフルオロカーボン（CFC）などの

フロンガスでしたが、オゾン層を破壊する原因物質として、現在では「モントリオール議定書」に

基づき生産が禁止されています。現在、フロンガスの代わりに利用されているのが、ハイドロフル

オロカーボン（HFCs）などの「代替フロン」です。 

代替フロンのハイドロフルオロカーボン（HFCs）は、オゾン層を破壊する作用はありませんが、

同じ量のCO2と比較して最大で１万倍以上の強力な温室効果を保有しています。 

そして、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）は、世界的に生産量の増加に伴い、排出量も増加し

ており、この傾向は今後も継続すると予測されています。 

これは、エアコンなどにおいて省エネ性能を高めるための方法の１つとして、冷媒の量を増やす

ことがあるためです。ハイドロフルオロカーボン（HFCs）はエアコンなどの冷媒として使用されて

いるため、省エネ性能の向上に合わせて使用量が増加しています。 

 

✿代替フロンの漏えいについて 

我が国におけるフロン対策として、かつては「フロン回収・破壊法」に基づく対策が行われてい

ました。しかし、実際には、製品使用時にかなりの量のフロンが漏れていることが明らかになり、

フロン類の漏えい対策として、2015（平成27）年４月に新たな法である「フロン排出抑制法」が施

行されました。 

 

①家庭での状況 

家庭用エアコンは、使用時に冷媒が空気中に漏出することは少なく、冷媒としての代替フロンが

漏出するのは買換え時や廃棄時などの不適切な処理が原因です。 

我が国では、家庭などでのエアコンの普及率が高く、毎年約700万台が出荷されています。 

エアコンは「家電リサイクル法」の対象製品であり、廃棄時に適切に処理されている場合には、

冷媒として使用されている代替フロンが漏出することはありませんが、現状を見た限りでは、家電

リサイクル法が十分機能しているとは言えない状況にあります。 

 

②事業所での状況 

スーパーやコンビニなどで使用されている冷蔵ショーケースは、店舗内の配置換えや機器の交換

などに伴い、冷媒としての代替フロンが漏出することが多いと言われています。 

また、業務用のフロン使用機器は、廃棄時に処理業者によりフロンを回収することが義務付けら

れていますが、現状では課題が多いと言わざるを得ない状況にあります。 
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２－４ 前計画の評価と今後の方向性 

(1) エネルギー消費量、温室効果ガス排出量の状況 

エネルギー消費量は長期的に減少傾向で推移していることから、区民や事業者の取組みや区の施

策が有効に作用していると考えられます。 

温室効果ガス排出量については、東日本大震災以降、火力発電への依存が高まった結果、電力排

出係数が上昇したため、エネルギー消費量のような減少傾向を示していません。ただし、これは外

的な要因であり、世田谷区での温室効果ガス排出削減の取組みを反映したものではありません。 

 

❖エネルギー消費量は、全体として減少傾向を示しています。ただし、エネルギーの減少分

のほとんどが「運輸部門」によるものです。 

❖家庭部門でのエネルギー消費量については、区民１人あたりのエネルギー消費量は、微減

傾向を示しています。 

❖業務その他部門でのエネルギー消費量については、従業者１人あたりのエネルギー消費量

は、微減傾向を示しています。 

 

 

(2) 区民の取組みの状況 

「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」（2013（平成25）年度実施）より、区民一人ひとり

の環境への意識は概して高く、家庭での環境への取組みは生活習慣として定着しつつあると考えら

れます。 

 

❖区民の環境に対する意識は概して高くなっています。 

❖省エネ、ごみ減量・リサイクルなど、世帯単位での取組みは実施率が高くなっています。 

❖実施率の低い取組みは、再エネに関する設備導入、環境に関するイベントや地域レベルで

の環境保全活動への参加などでした。 

 

 

(3) 区の取組みの状況 

エネルギー消費量の実績より、前計画に基づく区の施策や取組みは一定の成果があったと考えら

れます。 

 

❖エネルギー消費量（総量）は減少傾向で推移しています。 

❖エネルギー消費量原単位（区民や従業者１人あたりのエネルギー消費量）は減少傾向で推

移しています。 
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(4) 今後の方向性 

ライフスタイルの多様化や電気使用機器の増加などに関わらず、原単位（区民や従業者１人あた

りのエネルギー消費量）は減少傾向で推移しているため、省エネの取組みは有効に作用していると

考えられます。 

しかし、一人ひとりの意識の向上や家庭や事業所での日常的な省エネの取組みだけでは、将来的

に削減効果が下げ止まりになることが予測されます。 

こうした状況を踏まえ、世田谷区における今後の温室効果ガス排出削減に向けた施策の方向性を

以下のとおり示します。 

 

【温室効果ガス排出削減に向けた施策の方向性】 

 

①情報提供のあり方の再考（家庭や事業所での省エネの推進） 

✿意識啓発や家庭での取組みなどソフト面だけでなく、設備機器や建物などハード面での

取組みにつながるような情報提供を行うことが必要です。 

✿区民や事業者に対しては、経費節減など現実的な利益を示すことで、結果として温暖化

対策につながるようなＰＲをすることが必要です。 

 

②ハード面での取組みの強化（ソフト面での取組みの次のステップへの移行） 

✿ハード面での取組みは、省エネに伴い、実際にコストの削減につながることを区民・事

業者にアピールすることが必要です。 

✿世田谷区は一戸建て住宅の持家比率が高いため、住宅の新築・改修に際しての省エネ住

宅化が有効です。 

 

③インフラ整備とタイアップした省エネ・再エネの取組みの推進 

✿マイカーに依存しない「歩いて暮らせるまちづくり」は、住宅地が広がる世田谷区にお

いて必要かつ有効です。 

✿インフラ整備に際して、地域全体での省エネを進めることが有効です。 

✿緑化推進や雨水対策は、地球温暖化への「適応策」としても有効です。 
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第３章 計画の目標 
 

３－１ 世田谷区のめざす将来像 

地球規模で進行する地球温暖化は、現在進行形で深刻さを増している問題です。 

このまま温暖化が進んだ場合、気候変動による影響はますます甚大なものとなり、大雨の頻発や

台風の大型化などによる自然災害の増加、健康への影響の拡大など、私たちの生活に対して重大な

影響を及ぼす恐れがあります。 

このような現実に直面する中、世田谷区では、前計画に掲げた家庭や事業所における省エネルギ

ーや再生可能エネルギーの普及促進、みどりの保全・創出をはじめとする地球温暖化対策を積極的

に推進してきました。その結果、近年の人口や世帯数の増加にも関わらず、エネルギー消費量は減

少傾向にあるなど、これまでの取組みは一定以上の成果を収めたと評価できます。 

しかしながら、地球温暖化対策のゴールはまだ遠く、引き続き、CO2をはじめとする温室効果ガス

の排出を抑えた「低炭素社会」をめざして、区民のエコな暮らし、これを支える基盤となる都市の

低炭素化を進めていかなければなりません。 

そこで、前計画の将来像である『区民一人ひとりが自然の恵みを活かして小さなエネルギーで豊

かに暮らし、家族や地域の絆を大切にしながら、ゆとりある時間を活用して多様なライフスタイル

を楽しめる低炭素社会』をめざすべき将来像として継承し、世界と歩みを一つにした地球温暖化対

策を進めていきます。 

 

【世田谷区のめざす将来像】 

 

自然の恵みを活かして 

小さなエネルギーで豊かに暮らすまち 世田谷   
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❀区のめざす将来像－将来の低炭素社会のイメージ－❀ 

 

自然の恵みを活かして小さなエネルギーで豊かに暮らすまち 世田谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

太陽の光、自然の風、
緑の豊かさ、木のぬく
もりが感じられるまち 

所有することより共有
することを重視し、 
ものを大切にする社会 

日の出とともに活動
し、日没とともに 
くつろぐ暮らし 

再生可能エネルギーをはじめ多様なエネルギーを
共有し、効率よく活用できるまち 

徒歩や自転車で安心し
て移動できるまち 

短い移動距離で買い物
や職場に行けるまち 

エコな暮らし・
文化を創造し、
発信するまち 
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３－２ 総量削減目標 

「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）は、2014 年に発表した第５次評価報告書において、

地球温暖化の現状と将来について、以下のとおり発表しました。 

 

✿世界の平均気温は、産業革命以降、現在まで0.85℃上昇しました。 

 

✿地球温暖化が現状のまま推移した場合、2100年時点において、現状（1986～2006年の平均

値）と比べて、世界全体の平均気温は最大 4.8℃上昇し、生態系や人間の生活に甚大な影

響を及ぼす可能性が高い。 

 

✿気温の上昇を産業革命前に比べて２℃未満※に抑えるためには、今世紀末、2100 年に CO2

などの温室効果ガスの排出量をゼロまたはマイナスにする必要があります。 

 

※2015年の「パリ協定」で、世界共通の長期目標として『２℃目標』が合意されました（５、７

ページ参照）。 

 

地球温暖化による被害を回避・軽減するため、地球温暖化対策は、長期的に見た社会のあるべき

姿（３－１参照）をはじめに設定し、そこに至るための段階的に達成すべき目標を設定していくこ

とが必要です。 

本計画においては、上記の趣旨で望ましい姿に至る中間段階に関して目標を立てることとし、 

また、多様な取組みの目標として役立つことを考え、５つの切り口から目標を設定することとしま

した。 

このとき、削減目標は、「世田谷区環境基本計画」（2015年３月）の目標を基本として、国や東京

都の目標や取組みを考慮しながら、区民・事業者・区それぞれの取組みによって達成をめざすもの

とします。 

削減目標（2030年度までの中期目標）の対象と設定根拠 

 

削減目標１ エネルギー消費量 

温室効果ガスの多くを占める CO2は、電力排出係数（電気の使用に伴う排出係数）によ

り大きく変動します。区民や事業者の省エネの努力と成果を正しく評価するため、本計画

ではエネルギー消費量を目標として設定しました。 

 

削減目標２ 温室効果ガス排出量（７ガス全体） 

本計画は、国の削減目標の実現に向けて、地方自治体レベルから地球温暖化対策を推進

していくためのものです。国の削減目標は温室効果ガス排出量（７ガス全体）を対象とし

ているため、本計画でも目標として設定しました。 

 

削減目標３ CO2排出量 

世田谷区からの温室効果ガス排出量のほとんどはCO2であること、CO2排出量は区民や事

業者の省エネやごみ減量の努力が反映されることなどを考慮して、本計画で目標として設

定しました。 
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(1) 中期目標［2030 年度］ 
 

1) エネルギー消費量 

 

2030 年度において、2013 年度比で 25.1％削減します。 

 

「世田谷区環境基本計画」（2015年３月）では、2015年度から2024年度までの10年間で、エネ

ルギー消費量を15％削減することを目標としています。 

本計画は、計画期間においてこの環境基本計画の目標を達成・継続することとして、エネルギー

消費量の削減目標を設定します。 

直近年度（2014年度）から毎年度1.5％ずつ削減した場合、2030年度のエネルギー消費量は、2013

年度比で25.1％の削減となり、現状趨勢時のエネルギー消費量を下回ります。 
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2) 温室効果ガス排出量（７ガス全体） 

 

2030 年度において、2013 年度比で 26.3％削減します。 

 

エネルギー消費量の削減目標を達成した場合の温室効果ガス排出量を目標として設定します。こ

の場合、2030 年度の温室効果ガス排出量は、2013 年度比で 26.3％の削減となり、現状趨勢時の排

出量を下回ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) CO2排出量 

 

2030 年度において、2013 年度比で 27.3％削減します。 

 

エネルギー消費量の削減目標を達成した場合の CO2 排出量を目標として設定します。この場合、

2030 年度のCO2排出量は、2013 年度比で27.3％の削減となり、現状趨勢時の排出量を下回ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．削減目標は、排出係

数が現状（2014（平成

26）年度）から変更が

無いこととして設定

しました。 

注．削減目標は、排出係

数が現状（2014（平成

26）年度）から変更が

無いこととして設定

しました。 
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✿区の取組みによる温室効果ガス削減量✿ 

 

【現状趨勢ケースによる削減量と追加対策による削減量】 

温室効果ガス排出量の削減目標値は、現状趨勢による削減量（現在の地球温暖化対策を継続し

た場合の削減量）と追加対策による削減量に区分できます。 

温室効果ガス排出量（７ガス全体）の中期目標2,386千 t-CO2の達成に必要な削減量852千 t-

CO2に対して、現状趨勢による削減量492千 t-CO2（約 58％）のほかに360千 t-CO2分（約42％）

の追加対策を実施する必要があります。 

 

【追加対策による削減量の試算結果】 

世田谷区が現在実施している区民・事業者への取組み支援において、省エネ行動の拡大、省エ

ネ機器への更新、省エネ建築物へのリフォーム・建て替えの促進についての対策を強化した場合、

温室効果ガス排出量（７ガス全体）で約363千 t-CO2の削減が期待でき、区民・事業者から排出

されるCO2排出量分は全て達成できる見込みです。 

しかしながら、CH4等のその他ガス約145千 t- CO2の削減については、区独自の対策が施しに

くいことから、国や都による規制強化をもって達成を見込みます。 

 

■区の取組みによる温室効果ガス削減量の試算結果 

項   目 

中期目標 

達成に必要な

削減量 

現状趨勢に 

よる削減量 

区追加対策による削減量 

（  ）内は対策強化の範囲 

国・都による 

削減量 

合計  852 492 363 （349～420） 129

CO2排出量  841 626 347 （333～420） 

  産業部門 29 46 1 （1～2） 

  家庭部門 414 146 275 （270～300） 

  業務その他部門 246 215 40 （35～60） 

  運輸部門 139 214 24 （20～30） 

  廃棄物部門 13 5 7 （7～8） 

その他（CH4等）  11 -134 16 （16～20） 129
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(2) 長期目標［2050 年度］ 
 

2050 年度における長期目標は、地球温暖化防止の観点より、温室効果ガス排出量（７ガス全体）

を対象として目標を設定します。 

 

【温室効果ガス排出量（７ガス全体）】 
 

2050 年度において、2013 年度比で 80％削減します。 

 

 

国は、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として 2050 年度までに 80％の

温室効果ガスの排出削減をめざすこととしています。 

このとき、長期的目標の実現に向けて、抜本的な排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及

などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、国民に広く知恵を求めつつ、長期的・

戦略的な取組みの中で大幅な排出削減をめざすこととしています。 

現在のエネルギー消費量を半分にし、そして、その半分になったエネルギー消費から排出される

CO2 も、現在の半分にすることで、温室効果ガスは現在から 75％削減されます。80％削減は決して

手の届かない目標ではありません。 

世田谷区においても、国や東京都の施策や取組みを考慮しながら、区民・事業者との連携・協力

を進め、区のめざす将来像の実現に向けて、各種の取組みを積極的かつ率先して推進していきます。 

 

 

✿電力排出係数の改善の影響について✿ 

 

国は、「地球温暖化対策計画」に示した削減目標（2030年度において2013年度比26％削減）の達

成にあたり、電力排出係数の改善を考慮しています。 

2013年度：0.57kg-CO2/kWh→2030年度：0.37kg-CO2/kWh（35.1％改善） 

世田谷区において、電力消費が関わる部門（産業部門、家庭部門、業務その他部門、運輸部門）

で電力排出係数の改善（2013年度→2030年度で35.1％改善）を見込む場合の温室効果ガス、CO2の

排出量を参考値として以下に示します。 

 

項  目 
2013年度 

実績値 

2030年度 

推計値 

削減率 

(2013年度比) 

温室効果ガス排出量 3,238千 t-CO2 1,959千 t-CO2 -39.5％ 

CO2排出量 3,081千 t-CO2 1,813千 t-CO2 -41.2％ 
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2030年度における温室効果ガス・CO2の排出量として、以下の３ケースを示します。 

①現状趨勢時（BAU）   ※34ページ参照 

②本計画の目標達成時  ※43ページ参照 

③電力排出係数の改善を見込んだ場合 

 

■温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■CO2排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①      ②          ③ 

①      ②          ③ 
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-36.3％

３－３ 個別削減目標 

温室効果ガス排出量の総量削減目標の達成をめざすにあたり、世田谷区の温室効果ガス排出特性

を考慮して、エネルギーの利用に係る目標を設定します。この目標は、温室効果ガス排出量の総量

削減目標を補完する計画目標となるものです。 

 

■世田谷区の温室効果ガス排出特性（2014年度実績より） 

 

・温室効果ガス排出量全体の約95％がCO2です。 

・CO2排出量のほとんどがエネルギー（燃料・電力）消費に伴うものです。 

・家庭部門でのエネルギー消費に伴うCO2排出量が、全体の約45％を占め、最も割合が

大きくなっています。 

 

 

■エネルギーの利用に係る目標 

 

・家庭でのエネルギー消費に係る目標 

→家庭でのエネルギー消費の削減に努めます。 

 

 

 

【家庭でのエネルギー消費に係る目標】 
 

家庭での１人あたりのエネルギー消費量（エネルギー消費原単位）を 

2030 年度において 2013 年度比で 36.3％削減します。 

 

区全体でのエネルギー消費に係る削減

目標（42ページ参照）を達成するため、家

庭部門では、2030年度におけるエネルギー

消費量を2013年度比で24.7％削減しなけ

ればなりません。 

世田谷区の人口（日本人＋外国人）は、

2013年度から2030年度にかけて18.2％増

加することが予測されています。 

人口が増加する中で、家庭部門全体のエ

ネルギー消費量の削減のためには、１人あ

たりのエネルギー消費量（エネルギー消費

原単位）を削減する必要があります。 

 注．エネルギー消費原単位は、外国人を含む場合の数値
として算出。 
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✿家庭でのエネルギー消費の削減に向けた取組み（例）✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OFF 

カーテンで窓からの熱の出入りを防ぎましょう。 
必要な時間だけ運転しましょう。 

２週間に一度をめどに、
フィルターのお掃除を 
しましょう。 

室外機の吹出口に 
ものを置かないように 
しましょう。 
ものを置くと、冷暖房の 
効果が下がります。 

カーペットを分割して暖める機能もある場合には、 
人のいない部分はスイッチ OFF にしましょう。 

ヒーターは、窓際に置く方が 
効率よく室内を暖められます。 

使わない部屋の照明は 
OFF にしましょう。 

省エネ・長寿命型の照明機器
に交換することは、長い目で見
ると省エネと電気代の節約に
大きな効果があります。 

冷蔵庫にものを詰め込まず、
整理整頓に努めましょう。 

冷蔵庫の中は適切な 
温度に設定しましょう。 

冷蔵庫の周囲（上下・左右）に適切な間隔をあけましょう。 
また、直射日光の当たるところに置くのは避けましょう。 

食器洗い乾燥機は電気
料金がかかりますが、
水道料金とトータルで
考えると大きな省エネ
になります。 

台所でのお湯の出しっ
放しはやめましょう。 

シャワーではお湯を
適量使用しましょう。 

水をお湯に変えるには、多くのエネルギーを必要とする
ため、お湯の節約（お湯の適正使用）は、非常に大きい
省エネ効果があります。 

【エアコン】 

【暖房機器】 

【照明】 

【台所】 

【お湯の節約】 

出典：「家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬」（2017年８月：資源エネルギー庁）を一部改変 
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区分 取　　組　　み

夏の冷房時の室温は28℃を目安に 30.24 kWh/年 電気 820 円/年 17.8 kg/年
外気温度31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合（使用時間：９時間／日）

冷房は必要なときだけつける 18.78 kWh/年 電気 510 円/年 11.0 kg/年
冷房を１日１時間短縮した場合（設定温度28℃）

冬の暖房時の室温は20℃を目安に 53.08 kWh/年 電気 1,430 円/年 31.2 kg/年
外気温度６℃の時、エアコン（2.2kW）の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合（使用時間：９時間／日）

暖房は必要なときだけつける 40.73 kWh/年 電気 1,100 円/年 23.9 kg/年
暖房を１日１時間短縮した場合（設定温度20℃）

フィルターを月に１回か２回清掃 31.95 kWh/年 電気 860 円/年 18.8 kg/年
フィルターが目詰まりしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の比較

電気カーペットの設定温度を低めに 185.97 kWh/年 電気 5,020 円/年 109.2 kg/年
３畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合（１日５時間使用）

電気カーペットは広さにあった大きさを使用 89.91 kWh/年 電気 2,430 円/年 52.8 kg/年
室温20℃の時、設定温度が「中」の状態で１日５時間使用した場合、３畳用のカーペットと２畳用のカーペットの比較

電気こたつの設定温度を低めに 48.95 kWh/年 電気 1,320 円/年 28.7 kg/年
１日５時間使用で、温度調節を「強」から「中」に下げた場合

白熱電球を電球形蛍光ランプに交換 84.00 kWh/年 電気 2,270 円/年 49.3 kg/年
54W の白熱電球から12W の電球形蛍光ランプに交換した場合

白熱電球を電球型LEDランプに交換 90.00 kWh/年 電気 2,430 円/年 52.8 kg/年
54W の白熱電球から9W の電球形LEDランプに交換した場合

①白熱電球の場合 19.71 kWh/年 電気 530 円/年 11.6 kg/年
54Wの白熱電球１灯の点灯時間を１日１時間短縮した場合

②蛍光ランプの場合 4.38 kWh/年 電気 120 円/年 2.6 kg/年
12Wの蛍光ランプ１灯の点灯時間を１日１時間短縮した場合

③電球型LEDランプの場合 3.29 kWh/年 電気 90 円/年 1.9 kg/年
9Wの電球形LED ランプ１灯の点灯時間を1 日1 時間短縮した場合

冷蔵庫にものを詰め込みすぎない 43.84 kWh/年 電気 1,180 円/年 25.7 kg/年
詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較

冷蔵庫の設定温度は適切に 61.72 kWh/年 電気 1,670 円/年 36.2 kg/年
周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合

冷蔵庫は壁から適切な間隔で設置 45.08 kWh/年 電気 1,220 円/年 26.5 kg/年
上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合との比較

電気ポットを長時間使用しないときは、プラグを抜く 107.45 kWh/年 電気 2,900 円/年 63.1 kg/年
ポットに満タンの水2.2ℓを入れ沸騰させ、1.2ℓを使用後、6 時間保温状態にした場合と、プラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用した場合の比較

衣類はまとめて乾燥機にかけ、使用回数を減らす 41.98 kWh/年 電気 1,130 円/年 24.6 kg/年
定格容量（５kg）の８割を入れて２日に１回使用した場合と、４割ずつに分けて毎日使用した場合との比較

入浴は間隔をあけずに 38.20 ㎥/年 ガス 6,880 円/年 87.0 kg/年
２時間放置により4.5℃低下した湯（200ℓ）を追い焚きする場合（１回/日）

シャワーは不必要に流したままにしない 12.78 ㎥/年 ガス 2,300 円/年 29.1 kg/年
45℃のお湯を流す時間を１分間短縮した場合

暖房便座の温度は低めに 26.40 kWh/年 電気 710 円/年 15.5 kg/年
便座の設定温度を一段階下げた（中→弱）場合（貯湯式）　※冷房期間は便座の暖房をOFF 

使わないときはフタを閉める 34.90 kWh/年 電気 940 円/年 20.5 kg/年
フタを閉めた場合と、開けっ放しの場合との比較（貯湯式）

ふんわりアクセル「ｅスタート」 83.57 ℓ/年 燃料 10,030 円/年 194.0 kg/年

加減速の少ない運転 29.29 ℓ/年 燃料 3,510 円/年 68.0 kg/年

早めのアクセルオフ 18.09 ℓ/年 燃料 3,170 円/年 42.0 kg/年

アイドリングストップ 17.33 ℓ/年 燃料 2,080 円/年 40.2 kg/年
自動車は2,000cc 普通乗用車、走行距離は年間10,000km、平均燃費11.6km/ℓとして計算

照明

暖房
機器

エネルギー消費の削減に向けた取組みの効果
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出典：「家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬」（2017年８月：資源エネルギー庁）を一部改変 
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項　　　　　　　　目 削減率

家庭での取組みによるCO2削減量（合計） 201 千ｔ-CO2 252 千ｔ-CO2 51 千ｔ-CO2 3.7%

自動車の取組みによるCO2削減量（合計） 33 千ｔ-CO2 48 千ｔ-CO2 15 千ｔ-CO2 2.7%

現状 将来
（2030年度）

CO2削減量
増加分

 

 

エネルギー消費削減の取組みを世田谷区全体で実施した場合の効果(推計) 

 

①家庭での取組み（エアコン、暖房機器、照明、台所、洗濯、お風呂、トイレ等での取組み） 

取組みの実施によるCO2削減量は、現状では201千ｔ-CO2と推計、将来（2030年度）において取

組みの実施率が向上した場合、CO2削減量は252千ｔ-CO2と推計されます。 

取組みの実施率が向上することにより、CO2排出量は51千ｔ-CO2削減されます。これは、直近年

度（2014年度）における家庭部門のCO2排出量1,381千ｔ-CO2の 3.7％に相当します。 

 

②自動車の取組み 

取組みの実施による CO2削減量は、現状では 33 千ｔ-CO2と推計、将来（2030 年度）において取

組みの実施率が向上した場合、CO2削減量は48千ｔ-CO2と推計されます。 

取組みの実施率が向上することにより、CO2排出量は15千ｔ-CO2削減されます。これは、直近年

度（2014年度）における運輸部門のCO2排出量563千ｔ-CO2の 2.7％に相当します。 

 

 

■取組みの実施による効果の推計結果 

 

 

 

 

 

注１．取組みの実施率は、他の自治体での事例（現状の実績値と将来の期待値）より取組み毎に設定し、

CO2削減量を推計しました。 

２．削減率は、直近年度（2014年度）における家庭部門・運輸部門のCO2排出量に対する比率であり、

これが取組みの実施率の向上による削減効果となります。 

 

 

一人が行う取組みの効果は小さくとも、多くの区民が取り組むことにより、CO2の削減に

向けて大きな効果が得られます。これからも一人ひとりが家庭や職場において、地球温暖化

防止に向けた取組みを実践していきましょう。 
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✿持続可能な開発目標（SDGs）と地域における地球温暖化対策✿ 

 

経済発展や技術開発により、私たちの生活は豊かで便利になりましたが、その一方で気候変動や

生物多様性の喪失などが進行しており、人類が豊かに生存し続けるための基盤となる地球環境は限

界に達しつつあると言われています。 

こうした背景を踏まえて、2015年９月に国連総会で「持続可能な開発目標（SDGs：エスディージ

ーズ Sustainable Development Goals）」を中核とする『2030アジェンダ』が採択されました。

SDGsは、2030年に向けて世界が合意した『世界を変えるための17のゴール（目標）』です。 

 

SDGsの 17のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」（環境省） 


